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ワーク・エンゲイジメントを
高めましょう！

➢ 弊社顧問先におかれましては、新型コロナウイルス対策に関す

る最新情報、実務対応は、担当者へ随時お問い合わせ下さい。
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パワハラ予防カード好評発売中！

健康で活き活き自分らしく！

定価 3,300円（税込）

【パワハラ防止法の施行】

2020年6月1日（中小企業は
2022年4月1日）、パワハラ防
止法が施行されました。職場
のいじめ・嫌がらせの増加傾
向に歯止めをかけるために、
職場においてパワハラを予防、
防止するための措置が義務
化されました！

【パワハラの予防に向けて】
パワハラはルールや防止措

置だけでは根絶することは困
難です。それは、パワハラが
起こる要因は、人の「感情」の
問題だからです。

パワハラを発生させないた
めには、働く人たちにとって安
心・安全な職場（パワハラが起
こりづらい環境）をどのように
つくるかがポイントになります。

そのためには、「望ましい組
織の在り方」を明確にすると同
時に、なぜ、人は怒りという感
情を持つのかという理解、人と
人との関わりの質（関係の質）
を高めていくことが重要であり、
パワハラの予防につなげてい
くことができます。

【パワハラ予防カードとは】
パワハラ予防カードは、パワ

ハラを未然に防ぐために知っ
ておくべき知識と実践項目を
厳選・順序化して55枚のカー
ドにしたものです。

ぜひパワハラ予防カードを
活用して、働きがいのある生
産性の高い理想の職場を皆
さんでつくっていってください。

今回は、個人の資源を増やす取り組みについて

紹介します。個人の資源を増やす取り組みはいく

つかありますが、その中でも最も効果的な自己効力

感の高め方について解説します。

自己効力感とは、「課題や目標などを達成する能

力が自分にあるという感覚、または環境に対し効果

的にコントロール（対処）できているという感覚」のこ

とをいいます。平たく言えば自分の能力に対する自

信です。

自己効力感は心理的なもので、人の内部に位置

します。この自己効力感が高まると個人の資源が増

え、ワーク・エンゲイジメントが高まります。また、個

人の資源が増えると、仕事の資源も高まるという関

係（相乗効果）にもあります。

自己効力感は自ら高めることができます。例えば

全般的な目標を、より小さな具体的な下位目標、あ

るいは継続的なステップを設定することです。

小さな目標を達成したり、一つのステップが完了す

ることで達成感を得ることができます。小さな成功（

達成経験）は自分の能力に対する自信を高め、前

に進もうという動機を与えてくれます。

その他に役割モデル（代理学習とも呼ばれる）か

ら多くを学ぶことができます。他の人が各々の仕事

で成功したプロセスを目にすると、自分も同じように

やれそうな気分になります。「あなたにもできるなら

、私にもできる」ということです。職場で他の人を観

察するだけで、多くを学び自信をつけていくことが

できます。

今回をもちまして、ワーク・エンゲイジメントの連載

は終了します。次回からは、いま企業の人事労務

課題の中でも最も悩ましい「パワハラ」とその予防

についてお伝えします。

Ⅰ．自己効力感とは

Ⅱ．自分でできる自己効力感の高め方
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労働関係情報

労働関係法令等の最近の動き

● 最低賃金 全国平均で時

給９３０円に、２８円上げの過去

最大幅、厚労省審議会

中央最低賃金審議会（小委

員会）は、２０２１年度の地域別

最低賃金の改定について都

道府県の時給を一律２８円引

上げ、全国平均で９３０円とす

る目安をまとめた。

新型コロナウイルス禍で目安

を示さず、事実上の凍結として

いた昨年度から一転、引き上

げ幅はこれまでの最高幅２７円

を超えた。

地域別最低賃金は中央審議

会が7月に厚労相に答申し、

目安を踏まえ各地の地方審議

会が都道府県ごとに決議する。

８月頃に改定額をまとめ、新し

い最低賃金は１０月頃に適用

される。

● 厚労省 過労死の労災認

定基準見直しへ

過労死を含む脳・心臓疾患

の労災認定基準の見直しを検

討していた厚労省の検討会は、

残業が発症前２～６ヵ月間で

平均月８０時間などとする「過

労死ライン」に達しなくても、不

規則な勤務など、労働時間以

外の負荷がある場合は認定で

きるとの提言をまとめた。厚労

省は検討会の意見を踏まえ、

今秋にも基準を見直す。

２００１年に改定された現行

基準でも、認定にあたっては

労働時間以外の負荷要因も評

価するとしているが、実際には

労働時間が重んじられる傾向

があり、ここ数年、残業時間が

過労死ライン未満のケースは１

割程度にとどまる。基準見直し

により、認定の幅の広がりが見

込まれる。

2021年の通常国会で提出された「育児・介護休業法の改正」、「健康保険法等の改正※1」が6月に与党などの賛成多

数で可決成立しました。（※1全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律）

それぞれの改正の主旨、概要は次のとおりです。

令和３年６月に育児・介護休業法、健康保険法等が
改正されました ～令和４年４月１日から段階的に施行～

育児・介護休業法の改正 健康保険法等の改正

改正の主旨
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望
に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できる
ようにする

現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、
負担は現役世代中心というこれまでの社会保障
の構造を見直す
「全世代対応型の社会保障制度」の構築

改正の概要

１ 男性の育児休業取得促進
（子の出生後８週間以内に４週間まで取得可）

２ 育児休業を取得しやすい雇用環境整備※1及
び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個
別の周知・意向確認の措置※2の義務付け
※1 研修、相談窓口設置等の複数の選択肢か

らいずれかを選択
※2 面談で説明、書面等による情報提供等の

複数の選択肢から選択

３ 育児休業の分割取得
（分割して２回まで取得可※１を除く）

４ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
（常時労働者数1,000人超の事業主）

５ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件
の緩和
「事業主に引き続き雇用された期間が１年以上
である者」の要件を廃止
※但し、労使協定で除外可

１．全ての世代の安心を構築するための給付と
負担の見直し
（１）後期高齢者医療における窓口負担割合

の見直し（一定の所得以上の後期高齢者
の医療費窓口負担割合の1割から2割への
見直し）

（２）傷病手当金の支給期間の通算化
（出勤による不支給期間を延長して支給を受
けられるようにする）

（３）任意継続被保険者制度の見直し
（任意継続被保険者の保険料の算定基礎の
見直し、被保険者からの申請による資格喪
失を可能とする）

２．子ども・子育て支援の拡充
（１）育児休業中の保険料の免除要件の見直

し （月内に２週間以上の育児休業を取得し
た場合に当該月の保険料を免除、賞与は
１月を超える場合に限り免除）

（２）子どもに係る国民健康保険料等の均等割
額の減額措置の導入

３．生涯現役で活躍できる社会づくりの推進
（保健事業における健診情報等の活用 等）

施行期日

２、５ ・・・ 令和４年 ４月１日
１、３ ・・・ 公布日から１年６月を超えない範囲
４ ・・・ 令和５年 ４月１日

１、３ ・・・ 令和４年１月１日（ただし、１（１）は令
和４年10月１日から令和５年３月１日
までの間において政令で定める日

２（１） ・・・ 令和４年１０月１日
２（２） ・・・ 令和４年 ４月１日

上記の育児・介護休業法の改正（1、３、５）のポイントは次のとおりです。

１ 男性の育児休業取得促進 ※ 出生時育休（男性版産休） 【施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日】

子が生まれてから８週間以内に計４週分の休みを取得できる育休の特例措置。夫のみ利用することができます。

現行の育休制度と同様、育児休業給付金、社会保険料の免除があります。

• 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

• 申出期限は原則休業の2週間前まで

• 分割して2回取得可能

• 労使協定（合意の範囲）により、育児休業中に就業可能 ※上限は所定の5割を予定

３ 育児休業の分割取得 【施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日】

（分割して２回まで取得可※１を除く）

５ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【施行日：令和４年４月１日】

改正前 改正後

• 原則分割することはできない
• １歳以降に育休を延長する場合、育休開始日

は１歳、1歳半の時点に限定

• （新制度とは別に）分割して２回まで取得可能
• １歳以降に延長する場合について、育休開始

日を柔軟化

改正前 改正後

（育児休業の場合）
(1)引き続き雇用された期間が１年以上
(2)１歳６か月までの間に契約が満了することが明
らかでない

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い
（引き続き雇用された期間が１年未満の労働者は
労使協定の締結により除外可）
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

今回の回答者

特定社会保険労務士
間瀬 美穂

労務管理の基本ですが、必要明示事項が抜けていると、後にトラブルの原因にもつながります。
「労働条件の明示事項」について、今一度、ご確認ください。

➢ 労働条件の明示事項を再確認

➢ 書面交付以外による労働条件明示の注意点

労働契約の締結に明示を怠ったり、ご本人が希望していないのにもかかわらず、電子メー
ル等のみで明示することは、労働基準関係法の違反となり、３０万円以下の罰金となる場
合があります。

〔質問〕

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、社員の勤務形態についてテレワークを実施して

います。労働条件の明示を電子メールで行うことに問題はありますか。

〔回答〕

労働条件の明示は書面交付が義務付けられていましたが、平成３１年４月１日からは「労

働者が希望した場合」は、FAXや電子メール、SNS等により明示することも可能となりました。

ただし、注意点もありますのでお気を付けください。

ａ 労働契約の期間
ｂ 有期労働契約の更新の基準
C 就業場所・従事すべき業務
ⅾ 始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
２交代制等に関する事項

ｅ 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項
ｆ 退職（解雇を含む）に関する事項
ｇ その他（※）

（※）書面の交付は義務付けられていませんが、定めがある場合は以下の事項も明示する必要があります。
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法、退職手当の支払時期
・臨時に支払われる賃⾦（退職手当除く）、賞与、精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当、最低賃金額
・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
・安全衛生、職業訓練、災害補償・業務外の疾病扶助、表彰・制裁、休職に関する事項

• メール等の場合は添付ファイルで出力して書面を作成できるものに限られています
• 労働者が本当に電子メール等による明示を希望したか、個別にかつ明示的に確認しましょう
• メール等の到達確認を必ずしましょう（受信拒否設定等で確認できない場合があるため）

• 第三者が閲覧できる労働者ご本人のブログ等やホームページへの書き込みによる明示は
認 められません

• 出来るだけ出力をして保存するように、ご本人に伝えてください（データ破損、保存期間切れ
等によって閲覧不能となる可能性があるため）。

労働条件の明示方法



〒461-0001
名古屋市東区泉2-26-1 ホウコクビル5F
TEL  052-937-5615 FAX  052-937-5620
URL : http://www.delight-c.com/
E-mail : info1999@delight-c.com

ホームページもぜひご覧ください http://www.delight-c.com/

Editor's note

総務のお仕事カレンダー ２０２１年８月・２０２１年９月

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

８月１０日（火）

７月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払い

■参考リンク：国税庁「源泉所得税及び復興特別職税の納付期限と納付の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

８月３１日（火）

７月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

■参考リンク：日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html

９月１０日（金）

８月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払

■参考リンク：国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納付の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

９月１６日（木）

２０２２年３月高校卒業予定者の採用選考・内定解禁

■参考リンク：厚生労働省「令和４年３月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等につ

いて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000193580_00007.html

９月３０日（木）

８月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

■参考リンク：日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html

[１] 賞与支払届の提出と所得税の納付

夏季賞与の支給にあわせて賞与支払届の提出を行いましょう。また、賞与を支給した翌月の源泉所得税の納付の

際に、賞与の所得税も納付することを忘れないようにしましょう。

■参考リンク：国税庁「賞与に対する源泉徴収」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm

［２］ 社会保険料に関する定時決定結果の反映

７月に提出した算定基礎届に基づいて、９月からは新たに決定された標準報酬月額を適用することになります。新し

い標準報酬月額に基づいた社会保険料の控除は９月分（翌月控除の場合は１０月支給分）からとなります。

■参考リンク：日本年金機構「定時決定（算定基礎届）」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

［３］ 夏季休暇の実施と顧客への連絡

８月中旬のお盆休み等の夏季休暇実施に向けて、顧客への休暇連絡や業務の調整を行いましょう。また、夏季休暇

に合わせて年次有給休暇の計画的付与を行う場合、必要日数が付与されていない従業員には特別休暇を付与する

などの対応を忘れずに行いましょう。

■参考リンク：厚生労働省：「年次有給休暇取得促進特設サイト」

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/index.html

[４] 職場の熱中症対策

厚労省統計による昨年度の職場における熱中症による死亡者数は２２人となっており、過去１０年間（２０１１年～２０

２０年）の発生状況における平均死亡者数も２１人となっています。厚労省では、「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャン

ペーン」により職場での熱中症予防への取組みを推奨しています。梅雨も明けて猛暑が本格化する中、職場での健康

確保に取り組みましょう。

■参考リンク：厚生労働省：「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000774764.pdf

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

梅雨の余韻も無く、一気に夏真っ盛りへ突入した今日この頃です。夏バテで食欲は落ち気味で

すが、コンビニでのアイス購入頻度は上がり気味です。最近のお気に入りは「白くまアイス」。今日

では各社様々の白くまアイスがスーパーやコンビニで販売されていますが、私のお気に入りは乳

脂肪分の多いラクトアイスやアイスミルクの白くまではなく氷菓（かき氷）の白くまです。中でもお勧

めは、某大手コンビニエンスストアでプレミアムアイスとして販売されているカップの白くま。練乳た

っぷりなので製品表示はアイスミルクになっていますが、かき氷の清涼なシャリシャリ感とフルーツ

の素朴な甘酸っぱさ、そこに絡む練乳の濃厚な甘さが病みつきになります。小豆が入っていない

のが個人的には唯一改善を望む点です。お値段３００円ほどとコンビニアイスとしては割高ですが

是非試して頂きたい、そんな夏の一品です。

暑い日が続きますが、体調など崩されませんよう、くれぐれもご自愛ください。（四）

『プロティアン』

田中 研之輔・著 2019.8.13
日経BP、税込み1,650円

前回に続きキャリアをテーマ

にした話題の本のご紹介です。

ボストン大学のダグラス・ホー

ル教授がギリシア神話に出てく

る、思いのままに姿を変える神

プロテウスにあやかって、社会

や環境の変化に応じて柔軟に

変わることのできる変幻自在な

キャリアを「プロティアン・キャリ

ア」と名付けて提唱しています。

本書は、この概念を軸に、終

身雇用、年功序列が過去の遺

産となった日本において、これ

からの人生100年、70歳まで

第一線で働き続ける時代に求

められるキャリアの築き方を指

南してくれています。特に「自分

自身のこれから先のキャリアを

考えることがとても苦手だ」とい

うビジネスパーソンを念頭にまと

められています。

ビジネスキャリアとライフキャリ

アの両面から、精神的な豊かさ

にとどまらず、経済的豊かさも

手に入れるキャリア形成術にま

で踏み込んでいるのが本書の

ユニークな所。実践的です。
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